                                                      障 サ 第  499 号
平成28年３月29日

各市町村障害福祉主管課長　様
神奈川県保健福祉局
福祉部障害サービス課長

（公印省略）

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について（通知）
日ごろより障害保健福祉施策の推進に御協力いただき厚くお礼申し上げます。

さて、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成28年厚生労働省令第６号）」及び「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成28年厚生労働省令第14号）」が公布され、平成28年４月１日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号）」の一部が改正されることになりました。

これを受けて県では、「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（平成28年神奈川県条例第44号）」を公布し、平成28年４月１日から施行することとしましたので通知します。

これに伴う「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第９号）」の主な改正内容は、次のとおりですので、内容を御了知いただくとともに、関係者に御周知くださいますようお願いします。
１　主な改正内容
（１）基準該当自立訓練（機能訓練・生活訓練）を提供できる事業所の範囲拡大
介護保険法に基づく指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において基準該当自立訓練（機能訓練）及び基準該当自立訓練（生活訓練）を提供できるようにするための規定の追加等所要の改正を行ったこと。
（２）介護保険法に基づく指定地域密着型通所介護の創設に伴う所要の改正
介護保険法の改正により創設された指定地域密着型通所介護事業所において、基準該当生活介護、基準該当自立訓練（機能訓練）及び基準該当自立訓練（生活訓練）を提供できるようにするための所要の改正を行ったこと。
２　施行期日
平成28年４月１日
　　問い合わせ先

事業支援グループ　岡崎

電　話 　 045-210-4717

ﾌｧｸｼﾐﾘ　　045-201-2051







